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【国際特許分類】
   Ｂ２４Ｂ   3/54     (2006.01)
   Ｂ２４Ｂ   3/36     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ２４Ｂ    3/54     　　　　
   Ｂ２４Ｂ    3/36     　　　Ｆ

【手続補正書】
【提出日】令和2年5月25日(2020.5.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　切削工具のブレード（２）を研削する装置（１）であって、
　少なくとも２つの可撓性ディスク（３）であって、各々が研磨用内面（３ａ）を有し、
対向する研磨用内面（３ａ）と並び、同方向に同じ速度で同一の軸（４）を中心に回転す
るように取り付けられている、少なくとも２つの可撓性ディスク（３）、を備える研削装
置（１）であり、
　外側に配置される押圧手段（５）であって、非直径方向の弦に沿って前記可撓性ディス
ク（３）を把持する、押圧手段（５）と、
　前記可撓性ディスク（３）のそれぞれの内側にある内部手段（６）であって、弦によっ
て画定された部分であって前記軸（４）が貫通していない部分内において、前記可撓性デ
ィスク（３）の前記研磨用内面（３ａ）に支圧をかけ、前記押圧手段（５）に対する前記
内部手段（６）の位置の選択に応じて研削角（α）を決定する、内部手段（６）と、
　を備えていることを特徴とする、研削装置（１）。
【請求項２】
　前記押圧手段（５）は、一列に並んだ担持用ボール（５１）で構成されていることを特
徴とする、請求項１記載の研削装置（１）。
【請求項３】
　前記押圧手段（５）は、互いに対向するように位置し、前記可撓性ディスク（３）に接
触して配置されている摺動手段に連動している、極性が逆の２つの磁石で構成されている
、ことを特徴とする、請求項１記載の研削装置（１）。
【請求項４】
　前記押圧手段（５）は、セラミック製または鋼製の半月形の棒材で構成されている、こ
とを特徴とする、請求項１記載の研削装置（１）。
【請求項５】
　前記研磨用内面（３ａ）は、前記可撓性ディスク（３）上に両面使用可能に取り付けら
れ固定されている研磨用ディスク（７）で構成されている、ことを特徴とする、請求項１
から４のいずれか１項に記載の研削装置（１）。
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【請求項６】
　前記研磨用ディスク（７）は、ベルベットフック型の固定機構によって前記可撓性ディ
スク（３）に固定されていることを特徴とする、請求項１から５のいずれか１項に記載の
研削装置（１）。
【請求項７】
　前記可撓性ディスク（３）の前記研磨用内面（３ａ）に支圧をかける前記内部手段（６
）は、弦によって画定された部分であって前記可撓性ディスク（３）の各々の前記軸（４
）が貫通していない部分の周囲を転動するように意図されるボールスペーサで構成されて
いることを特徴とする、請求項１記載の研削装置（１）。
【請求項８】
　前記研削装置（１）は、その上部に、階段形状の脱着可能なブレードガイド（８）が設
けられており、前記ブレードガイド（８）は、弦によって画定された部分であって前記２
つの可撓性ディスク（３）の前記軸（４）が貫通していない部分同士の間に位置すること
が可能であることを特徴とする、請求項１から７のいずれか１項に記載の研削装置（１）
。 
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